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中野区「指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)」応募要項

１　趣旨
改正気候変動適応法※1において、熱中症特別警戒情報(以下、「熱中症特別警戒アラート」という。)※2発表期間中には、市町村が定めた指定暑熱避難施設(以下「クーリングシェルター」という。)を開放することとされています。
区では、熱中症による健康被害を防止し、区民の生命と健康を守るため、区内の公共施設や民間施設をクーリングシェルターとして指定することを推進しています。
つきましては、以下のとおり、「クーリングシェルター」として、区と共に熱中症対策に取り組んでいただける民間施設を募集します。

２　応募要件
以下の(１)施設要件、(２)運用要件を全て満たす施設を指定します。
[bookmark: _Hlk212465381](１)施設要件
ア　適当な冷房設備※3を有すること(屋内施設を想定)
イ　熱中症特別警戒アラートが発表された時は、あらかじめ公開する開放可能日時において、当該施設を開放すること
ウ　滞在の用に供すべき部分について、必要かつ適切な空間※4の確保をすること
エ　当該施設の指定場所が、無料で利用可能であること

(２)運用要件
ア　環境省の熱中症警戒アラート等メール配信サービス※5に登録し、環境省から「熱中症特別警戒アラート」が発表された際に、速やかに情報を入手すること
イ　施設情報(名称、所在地、受け入れ可能人数、開放日時)の公表に同意すること
ウ　熱中症特別警戒アラート発表時以外でも、涼をとるために来訪する区民等
の受け入れを行うこと
エ　各施設の出入口等、見やすい場所への案内ポスター等の掲示を行うこと
オ　区へクーリングシェルターの利用状況の報告を行うこと
カ　 その他、問合せがあった場合、当該施設のクーリングシェルター供用部分※6の案内をすること
キ　熱中症予防に関する啓発資料の掲示・配布ができること

３　開放期間
毎年４月第４水曜日～１０月第４水曜日(熱中症警戒アラート運用期間※7)に施設を開放する。ただし、開放期間中に協定書を締結した場合は、締結日から開放とします。
開放の具体的な日、時間等は各施設の実情に応じて定めるものとします。

４　募集期間
随時募集します。なお、当該年度の熱中症警戒アラート運用期間を過ぎた場合は、次年度からの運用として受け付けますが、当該年度に応募は可能です。

５　応募方法
別紙の応募用紙に必要事項を記載し、図面※8を添付のうえ、中野区保健予防課の窓口への提出、郵送、電子申請のいずれかの方法で提出してください。応募いただいた施設情報(名称、所在地、受け入れ可能人数、開放日時)については、指定後に中野区HP等で公表します。

●窓口、郵送の場合
「中野区クーリングシェルター応募用紙」に必要事項を記入し、図面を添付のうえ提出してください。応募用紙は、下記ＵＲＬまたは窓口にて配布しています。

【応募用紙ダウンロード先】
<https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/kenkodukuri/kenkoujouhou/suzumidokoro.html>

【窓口、郵送先】
〒１６４－０００１中野区中野２―１７―４
中野区保健所 保健予防課結核・感染症予防係宛

●電子申請
下記フォームにて、必要事項を入力の上、申請してください。
「中野区クーリングシェルター応募フォーム」
＜https://logoform.jp/form/Trw5/1459477＞

６　提出後の流れ
応募用紙の提出後の流れは、次のとおりとなります。
(１)　中野区が応募内容を確認し、施設管理者に協定書(案)を送付
(２)　中野区と施設管理者で協定内容を協議
(３)　協定の締結
(４)　クーリングシェルター施設情報の公表(区ホームページ等)
(５)　クーリングシェルターの運用開始

７　物資の配布及び情報の提供
区は、クーリングシェルターに対し、次のとおり、物資の配布及び情報提供を行うものとします。
(１)　クーリングシェルター案内ポスターやロゴマーク等の配布
(２)　熱中症予防に関する啓発資料の配布

８　その他
以下の場合には、クーリングシェルターとして指定しないことがあります。
・施設が、本要項で定める応募要件を満たさない場合
・開放するスペースが不特定多数の利用に適さない場合
・その他、本取り組みの趣旨に適さない等、区が不適当と認める場合

９　問合わせ先
〒１６４－０００１ 中野区中野２－１７－４
中野区保健所保健予防課結核・感染症予防係
電話：０３－３３８２－６５００(直通)


※１　気候変動適応法・・・地球温暖化などの気候変動に対する適応を推進し、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とした法律のこと。
※２　熱中症特別警戒アラート・・・熱中症による重大な健康被害が生じる恐れがある場合に発表される。
※３　 適当な冷房設備・・・定期的にメンテナンスがされており、施設の実情や規模に応じた適切な機能を有した冷房設備のこと。
※４　必要かつ適切な空間・・・受け入れることが可能であると見込まれる人数に応じた一人当たり滞在することが可能な空間が適切に確保されていること。(１０人であれば１０人、５人であれば５人が、地域やクーリングシェルターの状況に応じて、同時に適切に滞在できる空間が確保されていること。)
※５　熱中症警戒アラート等メール配信サービス・・・環境省が運営するメール配信サービス。熱中症警戒アラート及び熱中症特別警戒アラートの発表時に登録したメールアドレスに連絡がある。詳細は以下の、「熱中症予防サイト熱中症警戒アラート等のメール配信サービス(無料)ページ」をご覧ください。
参考ＵＲＬ：https://www.wbgt.env.go.jp/alert_mail_service.php
※６　クーリングシェルター供用部分・・・施設の中で利用者が涼む目的で使用できるスペースを指す。例えば、オフィスビルのエントランスホール、集会所の休憩スペース等。
※７　熱中症警戒アラート運用期間・・・暑さ指数(WBGT)をもとに熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、熱中症警戒アラートが発表される期間のことで、気象庁及び環境省において定めている。
※８　図面・・・指定を希望する場所が分かるものをご提出ください。館内図、フロアマップ、平面図等とし、手書きでも差し支えありません。

